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児
童
手
当
・
特
例
給
付
現
況
届

の
提
出
は
お
済
み
で
す
か
？

　
児
童
手
当
・
特
例
給
付
現
況
届

は
、
毎
年
６
月
に
、
一
部
の
方
に

提
出
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　
提
出
を
要
す
る
方
に
対
し
て
は
、

６
月
上
旬
に
通
知
を
送
付
し
て
い

ま
す
。
対
象
の
方
は
現
況
届
を
提

出
済
み
で
あ
る
か
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
未
提
出
の
場
合
は
、
児
童
手

当
や
特
例
給
付
を
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
児
童
手
当
に
関
す
る
お
知
ら
せ
】

　
現
在
、
所
得
が
限
度
額
を
超
過

し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
手

当
・
特
例
給
付
の
資
格
を
持
っ
て
い

な
い
方
が
、
令
和
５
年
度
所
得
が

限
度
額
を
下
回
っ
た
場
合
に
児
童

手
当
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
再

度
認
定
請
求
書
を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
：
子
育
て
支
援
課
☎
982
・

９
５
２
９
FAX
共
通

違
反
簡
易
広
告
物
除
却
推
進
団
体

　
景
観
や
通
行
の
妨
げ
に
な
る
違

法
に
設
置
さ
れ
た
立
て
看
板
な
ど

を
除
却
す
る
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
：
市
内
に
在
住
・
在
勤
・
在

学
す
る
20
歳
以
上
の
方
で
構
成
さ

れ
た
２
人
以
上
の
団
体
※
30
分
程

の
講
習
、
道
具
の
貸
与
な
ど
各
種

支
援
あ
り
。

問
合
せ
：
都
市
計
画
課
☎
982
・

９
８
８
５
FAX
共
通

市
民
参
画
手
続
の
実
績
お
よ
び

実
施
予
定
の
公
表

　
市
民
と
市
の
協
働
を
基
本
と
し
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
市
政
に
参
画
し

や
す
い
環
境
づ
く
り
と
市
民
参
加

の
推
進
を
目
的
と
し
た「
吉
川
市

市
民
参
画
条
例
」で
は
、
審
議
会

手
続
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

手
続
、
市
民
説
明
会
手
続
、
地
域

ヒ
ア
リ
ン
グ
手
続
、
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
手
続
、
市
民
討
議
会
手
続
、

住
民
投
票
手
続
の
７
つ
の
市
民
参

画
手
続
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
の
実
績
お
よ
び
令

和
５
年
度
の
実
施
予
定
は
次
の
通

り
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

吉
川
市
市
民
参
画
審
議
会 

検
索

問
合
せ
：
市
民
参
加
推
進
課
☎
982

・
９
６
８
５
FAX
共
通

ご
家
庭
で
不
用
に
な
っ
た

パ
ソ
コ
ン
を
無
料
回
収
し
ま
す

　
市
で
は｢

小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル

法｣

の
認
定
業
者
で
あ
る｢

リ
ネ
ッ

ト
ジ
ャ
パ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
」と
協
定

を
締
結
し
、
家
庭
で
不
用
に
な
っ

た
パ
ソ
コ
ン
を｢

ご
自
宅
か
ら
宅

配
便
に
よ
る
無
料
回
収(

最
短
翌

日
・
希
望
日
時)

」し
て
い
ま
す
。

利
用
方
法
は
次
の
通
り
で
す
。

①
リ
ネ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
リ
サ
イ
ク
ル

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
む
。

②
不
用
な
パ
ソ
コ
ン
を
段
ボ
ー
ル

に
詰
め
る
。

③
宅
配
業
者
が
希
望
日
時
に
回
収
。

・ 

パ
ソ
コ
ン
を
含
む
１
箱
分
の
回

収
料
金
が
無
料
。

・ 

消
去
ソ
フ
ト
を
無
償
で
提
供
。

(

有
料
で
デ
ー
タ
消
去
・
証
明

書
の
発
行
も
可)

・
パ
ソ
コ
ン
と一緒
に
、
プ
リ
ン
タ

な
ど
の
周
辺
機
器
も一緒
に
回
収
可
。

　
詳
細
は
リ
ネ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
リ

サ
イ
ク
ル
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
申
し
込
み
が
で
き
な
い
方
は
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
：
☎
０
５
７
０
・
085
・
800

世界には､有給､無給に関わらず､様々な形態で働いてい
る子どもたちがおり､世界の子どもの10人に1人が児童労
働に従事しているといわれています｡

このなかには､貧困や戦争､社会の慣習などから働くこと
を強いられている子どもが多くおり､子どもの教育機会や
健全な成長が妨げられている､大きな問題といえます｡

この問題は決して他人事ではありません｡例えば､私たち
の日々の消費に密接に繋がっている､コーヒー豆や茶葉､カ
カオの生産国は､いわゆる発展途上国がほとんどで､生産背
景には､いまだ深刻な児童労働が存在しているといわれて
います｡

こうした状況の解決に向け､私たちにできることのひと
つとして､フェアトレード認証商品の購入が挙げられます｡
フェアトレードは､貿易のしくみを公平･公正にすることに
より､特に発展途上国の小規模生産者や労働者が自らの力
で貧困から脱却し､地域社会や環境を守りながら､サステナ
ブル(持続可能)な世界の実現を目指す取組です｡フェアト
レード認証商品の購入など､人･社会･地域･環境に配慮した
消費は｢エシカル(倫理的)消費｣とも呼ば
れ､近年注目されています｡

思いやりを持った商品選びで､日々の
消費を世界の子どもたちの笑顔を守る
取組に参加してみませんか｡

問合せ：生涯学習課☎984･3563FAX共通

【人権それは愛】フェアトレード(公正・公平な貿易)で
児童労働を減らす取組を

市民参画手続 回数

令
和
４
年
度

審議会 43

パブリック・コメント 7

令
和
５
年
度

審議会 67

パブリック・コメント 7


